
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホームページ QR コード） 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

「住み慣れた地域で家族や友人と共に暮らしたい」・・・。これは全ての人々の共通の願いです。 

こうした願いをかなえるためには、地域の皆さんがお互いに支えあうことが必要です。つまり、 

地域の中では住民のみなさんが担い手であり、そしてまた受け手でもあります。 

 住民一人ひとりの福祉ニーズに応える活動を積み重ねながら、誰もが安心して暮らしていける 

「福祉のまちづくり」に積極的に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会は地域のみなさんのものです。一人では解決ができないことでも、みんながひとつ 

 に集まれば、きっと何かが見えてくるのではないでしょうか。そのようなことを社会福祉協議会は 

めざしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ③ 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

地域住民、ボランティア等社会福祉関係者その他関連分野の人たちとともに、地域福祉の実現を目 

指し、バラエティーに富んだ事業を展開しています。 

 

 

      

 

  

 

       

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  ④ 

［具体的な活動］ 

○ 地域の中にどんな福祉ニーズや社会資源があるのか 

調査します 

○ 高齢者の実態把握調査 

○ 地域福祉活動計画の策定 

 

［具体的な活動］ 

○ 居場所づくりの推進 

○ 見守り活動の推進・小地域福祉活動の推進 

○ ふれあい広場の開催 

○ 生活支援サポーター『ささえ愛』事業の推進 

［具体的な活動］ 

○ シニア（老人）クラブ活動への支援 

○ 福祉団体（身体障害者福祉会・ひとり親会・手をつなぐ 

育成会等）への支援 

○ 在宅介護者のつどいの支援 

［具体的な活動］ 

○ 小・中学校・一般の方への福祉体験学習の実施と受け入れ 

 （施設活動・車いす体験・手話講座ほか） 

○ 小・中学校の総合学習への協力 

○ 福祉リーダーの育成 

［具体的な活動］ 

○ ボランティア活動希望者、ボランティアを希望する人の相 

談、登録、調整、紹介、保険加入。 

○ ボランティア（グループ）への支援 

○ 各種ボランティア講座等の開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※専門的な対応が必要とされる場合は、施設・行政・医療・保健機関や各種専門機関と連携して問題解決を目指します。 

                                                          ⑤   

福祉総合相談 生活上の心配ごと、困りごとの相談 

月～金曜日 

9時～16 時 

社会福祉協議会事務局 

☎ 981-1665 

ボランティア相

談 
ボランティア活動を行いたいなどの相談 

生活福祉資金事

業（相談） 
静岡県社会福祉協議会の生活福祉資金資金等の貸付相談 

生活困窮者自立

支援所行 

仕事や経済的な悩み事をお聞きし、状況に合わせて 

必要な支援を実施します 

日常生活自立 

支援事業（相談） 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方が日常生

活を送る上で、判断能力が不安な方に、福祉サービス

の利用に関わる情報提供や日常的な金銭管理等を生活

支援員が援助します 

高齢者介護等の 

相談 

福祉サービスの利用・介護方法・介護機器・住宅改修・

介護保険等の相談 

地域包括支援センター 

☎ 981-1675 

障害者総合相談 障がいを持つ方の福祉サービス利用相談、生活相談 
清水町相談支援事業所 

☎ 981-1673 

［具体的な活動］ 

○ 区長会・民生委員児童委員協議会・ボランティア連絡 

会・協議体等との連絡調整 

○ 高齢者支援ネットワーク連絡調整会議の開催 

［具体的な活動］ 

○ 赤い羽根共同募金運動の推進 

○ 歳末たすけあい運動の推進 

○ 日本赤十字社協力会員の加入推進 

［具体的な活動］ 

○ ふれあい・いきいきサロンの開催（住民同士のたすけあいや交流ができる事業の企画） 

○ 障害者総合支援事業（就労継続支援Ｂ型事業所・手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業） 

○ 公的サービスの受託運営（地域包括支援センター事業・障害者相談支援事業・ 

地域活動支援センター事業・福祉センター会館管理事業ほか） 

［具体的な活動］ 

○ 福祉総合相談（心配ごと・悩みごと相談） 

○ 高齢者相談・介護保険相談・障害者総合相談 

○ 生活福祉資金の受付・日常生活自立支援事業相談 

○ 生活困窮者自立相談支援事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水町社会福祉協議会の財源の一つが住民の皆様から寄せられた会費や寄附金です。 

民間財源は、社会福祉協議会が民間組織として活気ある運営と事業の推進を図るために欠かすことが 

できないものです。 

また、行政からの補助金は、社会福祉協議会の事業の公共性にもとづいて支出されるものです。 

社会福祉協議会は、次のような財源で運営されています。 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥ 

① 公 費 補 助 金 
住民の福祉を支える活動に携わる公共性のある団体であるため、人件費や基本的

な事務費、事業費には公費の補助金が導入されています。 

 

② 事 業 委 託 金 

社会福祉協議会では公的な福祉サービスにおいて、民間性を活かした運営ができ

ることで、公的サービス（地域包括支援センター・放課後児童健全育成事業・福

祉センター会館管理受託事業等）の事業受託をしています。 

運営にあたっては、行政から委託費（運営費・人件費等）を受けています。 

① 住 民 会 費 
広く住民の皆様から社会福祉協議会の会費としていただくも

のです。 

年間 

(一口)  350円 

② 法 人 会 費 

（特別会費） 

町内の事業所等から社会福祉協議会の会費としていただくも

のです。 

年間 

(一口) 1,500円 

③ 寄 附 金 
個人・企業・各種団体からのご寄附を寄附者の意思を活かしながら地域福祉活動

に有効に使っていきます。 

④ 共同募金助成金 
「赤い羽根共同募金」から地域福祉・在宅福祉サービス関係活動に助成を受けて

います。 

⑤ 障害者総合支援 

  法事業の報酬 

障害者総合支援法関係事業では、就労継続支援Ｂ型事業において、報酬を受領し

ています。 



 

 

 

 

 

 

      高齢者の相談窓口 

  地域包括支援センター事業    ☎ 981－1675 
 

＜地域包括支援センター＞ 

主任介護支援専門員、看護師、社会福祉士が中心となって、介護予防に関するマネジメントを 

はじめとする高齢者への総合的な支援を行います。 

   ＜主な相談内容＞ 

      ○ 総合相談・支援 

      ○ 権利擁護・虐待・消費者被害 

      ○ 地域の介護支援専門員の支援 

      ○ 介護予防マネジメント 

＜相談方法等＞ 

      ○ 電話相談・センターへの来所及び自宅訪問 

      ○ 相談は無料です。 

  

      放課後の児童の健全育成に 

   放課後児童健全育成事業      ☎ 981－1665 
 

＜放課後児童教室では＞ 

放課後、自宅に保護者のいない家庭の児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、健全な 

育成を図ることを目的とします。 

 

＜教室名＞ 

〇 西小学校教室   （☎ ９７３－４４５５） 

 

＜利用案内＞    

〇 原則として、毎週月曜日から金曜日までの放課後から 

午後６時３０分まで 

     〇 土曜日、夏休み、冬休み、春休み期間は 

午前７時３０分～午後６時３０分まで 

 

 

＜負担額＞     

〇 月額 ５，０００円（８月のみ８，０００円） 

〇 保険料 

 

                                       ⑦   



 

 

 

 

 

 

障がいを持つ方の活動支援 地域活動支援センター 

  地域活動支援センター        ☎ 981－1605 
 

＜地域活動支援センター＞ 

障がいを感じながら地域で生活している方が、社会的居場所として気軽に過ごせる場や 

活動を提供します。 

 

＜サービス内容＞ 

 〇 創作的活動、生産活動の機会の提供 

     〇 生活相談（相談支援事業と連携） 

 〇 就職情報・福祉サービス情報の提供 

〇 その他（外出・季節のレクリエーション・スポーツなど） 

 

＜場 所＞ 

〇 福祉センター１階 

 利 用 料 金 ・・・無料※ 

       （※プログラム活動に関する費用を実費徴収させていただくこともあります。） 

 

障がいのある方の相談窓口 

  指定特定相談支援事業所 

  指定障害児相談支援事業所 
 

＜障害者総合相談＞ 

障がいのある方の福祉に関する様々な問題について、必要な情報の提供、障害福祉サービスの 

利用支援等を行います。また、「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が 

必要と認められる場合には、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。 

 

＜主な支援内容＞ 

〇 障害福祉サービスに関する情報提供・相談   

○ 専門機関等の紹介 

〇 社会資源・社会保障等各種制度を活用するための支援 

○ 「サービス等利用計画」の作成・モニタリング 等 

 

＜営業日・相談方法等＞ 

  ○ 月曜日から金曜日（ただし、祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。） 

○ 電話・来所・訪問等、ご希望の方法でお話を伺います。 9：00～17：00  

○ 相談は無料です。 

  ⑧  

ゆうすい  ☎ 981－1673 

 



 

 

 

 

 

     介護予防・生活支援 

  ふれあい・いきいきサロン事業   ☎ 981－1665 
 

＜ふれあい・いきいきサロン＞ 

     地域の公民館等を利用し、民生委員児童委員・ボランティア等の協力を得て、参加者の 

     生きがい・居場所・健康づくりを目的に開催しています。 

     地域住民のいきいきとした楽しい生活を送ることが出来るふれあいの場をつくります。 

＜主な内容＞ 

〇おしゃべり ○体操・ゲーム ○ボランティアによる催し 〇歌・カラオケ ○食事ほか 

＜利用案内＞ 

〇 開催時間は、午前１０時３０分～午後２時３０分 

〇 会場は、町老人福祉センター・地域の公民館等で行います。 

〇 日時・開催場所等の詳細は、社会福祉協議会へお問い合わせください。 

 利用できる方 ・・・６０歳以上の方      利 用 料 金 ・・・無料 

 

 

     生活支援・介護予防 

  生活支援体制整備事業       ☎ 981－1665 
 

     地域住民が主体となった生活支援・介護予防サービスの充実を図るため、「生活支援コーディ 

ネーター」を配置し、「協議体」を運営します。 

＜具体的には＞ 

     「生活支援コーディネーター」が「協議体」のネットワークを生かしながら地域の互助を高め、 

住民主体のサービスが活性化されるよう地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。 

 

 

     聴覚障がいを持つ方の地域生活（コミュニケーション）支援事業 

  手話通訳者・要約筆記者派遣事業  ☎ 981－1665 
 

＜手話通訳者派遣事業とは＞ 

聴覚障害者等が病院や学校、会社の面接や研修、講演会などにおいて、手話通訳を必要と 

する場に手話通訳者を派遣する事業です。   利 用 料 金 ・・・無料 

＜要約筆記者派遣事業とは＞ 

聴覚障害者等が会社の面接や研修、講演会などにおいて、要約筆記を必要とする場に 

要約筆記者を派遣する事業です。       利 用 料 金 ・・・無料 

                                       ⑨ 



 

 

 

 

 

 

     子どもから、高齢者まで 

  福祉センター会館管理受託事業      ☎ 981－1666 
 

＜会館管理＞ 

     福祉サービスを提供する福祉活動拠点として、子どもから、高齢者までご利用いただけます。 

 

＜貸し館利用のご案内＞ 

 

■ 申込みの受付／福祉センター事務室（本館 1階） 電話９８１－１６６６ 

■ 受付開始／福祉団体は利用日の６ヶ月前から、一般団体等は利用日の３ヶ月前から受付けます。 

 

 

＜施設の利用と休館日＞ 

施設区分 営業時間 休館日（休業日） 利用についての問合せ先 

社会福祉協議会事務局 8：30～17：15 土・日曜日、祝日、年始年末 ☎９８１－１６６５ 

地域包括支援センター 8：30～17：15 土・日曜日、祝日、年始年末 ☎９８１－１６７５ 

（児童館）遊戯室 
9：00～16：30 

（12：00～13：00まで休館） 

月曜日（第３月曜日を除く） 

第３日曜日、祝日の翌日、年始年末 
☎９８１－１６６６ 

柿田川作業所 

（就労継続支援 B 型事業所） 

8：30～17：15 

（サービス提供 9：30～16：00） 
土・日曜日、祝日、年始年末 ☎９８１－１６３２ 

清水町相談支援事業所 

ゆうすい 
9：00～17：00 土・日曜日、祝日、年始年末 ☎９８１－１６７３ 

地域活動支援センター 
10：00～12：00 

13：00～15：00 
土・日曜日、祝日、年始年末 ☎９８１－１６０５ 

喫茶 “せせらぎ” 11：00～15：00 月・土・日曜日、祝日、年始年末 ☎９８１－１６６６ 

福祉センター受付事務 

（シニアセンター受付事務） 
8：30～21：00 

月曜日（第３月曜日を除く） 

第３日曜日、祝日の翌日、年始年末 
☎９８１－１６６６ 

  

  

  ⑩   

 午 前 午 後 夜 間 

       使用時間 

区分 
９:００～１２:３０ １３:００～１６:３０  １７:３０～２１:００ 

多目的ホール ３，０００円 ３，０００円 ３，０００円 

会議室等  ５００円  ５００円  ５００円 



 

 

 

  

 

 

     障がいを持つ方の就労支援 就労継続支援Ｂ型事業所 

  柿田川作業所            ☎ 981－1632 
 

＜就労継続支援Ｂ型事業＞  

通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方に、就労及び生産活動の機会の 

提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。 

＜活動内容＞ 

〇 生産活動（点字名刺・縫製品・部品加工・菓子箱折り、喫茶業務 ほか） 

〇 その他（余暇活動・学習活動・外出など） 

 

 

 

 

 

 

  生活支援サポーター『ささえ愛』   ☎ 981－1665 
 

    清水町生活支援サポーター『ささえ愛』活動は、会員同士のたすけあい活動で運営しております。 

     誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの実現をめざした事業です。 

 

    ＜対象者＞ 

     〇 65歳以上の一人暮らし又は高齢者世帯の方 

        

    ＜活動内容＞ 

     〇 ゴミ出し、掃除、話し相手、買い物同行、草取り、電球交換、家具の移動など 

       その他、お気軽に相談してください。 

 

＜活動時間＞ 

     〇 原則月曜日から金曜日午前９時から午後４時の間（祝日、年末年始は除く） 

       ゴミ出しは、別に時間を決めます。 

 

    ＜利用料金＞チケット事前購入制 

     〇 生活支援サービス 15分 100 円～（１日２時間まで） 

     〇 ゴミ出し 1 回 100円 

     

     ☆ 高齢者を支える生活支援サポーターの登録を募集しています！ 

                                       ⑪ 



 

 

 

   

 

１．私たちは、健康で明るく互いに助け合う、福祉のまちをつくります。 

１．私たちは、思いやりと温かい心で、ふれあいのまちづくりに参加します。 

１．私たちは、安心して暮らせる、やさしい環境をつくります。 

１．私たちは、ぬくもりのある地域をめざし、進んで社会奉仕につくします。 

１．私たちは、つないだこの手をはなさずに、よりよい未来をめざします。 

平成 5年 3月制定 

 

 

 

 

社会福祉法人 清水町社会福祉協議会における個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー） 
社会福祉法人 清水町社会福祉協議会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。 

1 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重 

に取り扱います。 

2 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 

3 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。 

4 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ること 

なく外部に提供しません。 

5 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。 

6 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、 

これらの申出があった場合には速やかに対応します。 

7 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。 

8 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に 

努めます。 

9 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。 

     平成 20年８月 18日制定    社会福祉法人 清水町社会福祉協議会長 
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